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水道など市の仕事を、特別区が行うのではなく、特例として都が行っていることは、

よく地方自治法の第 281条の 2の規定により説明されます。「人口が高度に集中する大都
市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的

に処理することが必要であると認められる」仕事にあたるというのです。 
しかし、1998(平成 10)年に新しくできたこの規定には、どのような仕事が適している

のか明らかではありませんし、特例となっている個々の仕事が適していることをはっきり

と示すものもありません。 
また、12～14頁でみたような水道法をはじめとする読替え規定などは、1998(平成 10)

年よりもずっと以前に定められていましたから、特例の適合性は確認されているわけでは

ありません。 
さらに、地方自治法の解説書によると、一体性が必要だというだけで、すぐに都の仕

事だと認められるわけではなく、「まずは、特別区相互間で連携し」たりして対応すべき

で、どうしても対応できず「必要性がある場合に、はじめて都がとりこむ形で一体的に」

仕事をするのだとしています。 
この解説書の説明は、まさに、分権時代の自治の指針である基礎的な自治体優先の原

則や補完性の原理にかなうものでもあります。 
自治制度の変革期を迎えている現在、これまでの経緯で特例となっている一つひとつ

の仕事について、自治の基礎に立ち返り、自治の原理・原則に照らし合わせて、どのよう

に仕事を分担し、どのようなかたちで行うべきか、再検討の時期にきているのではないで

しょうか。 
 

 

 
 
 

 

特特別別区区内内のの道道路路延延長長 

区 道 都管理道路 自動車専用道路 国 道 公道合計 

(89.3%) 
10,725,729m 

(7.5%) 
899,642 m 

(1.8%) 
217,140 m 

(1.4%) 
170,363 m 

(100.0%) 
12,012,874 m 

2023(令和 5)年 4月 1日現在 
  

約 89%を占める身近な区道の下には、 
水道管や下水管が埋まっているよ。 
水道が区の仕事だったら、区役所で 
引っ越しの手続きと水道開始の手続きが 
済ませられるんだけどなぁ…。 
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